
附

則

（
適
用
時
期
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
に
お
け
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
の
同
順
位
商
品
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
（
第
●
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資

本
の
充
実
の
状
況
が
適
用
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
新
労
金
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
九

号
に
規
定
す
る
標
準
的
手
法
採
用
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
（
新
労
金
告
示
第
一
条
第

七
十
九
号
に
規
定
す
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
（
新
労
金

告
示
第
一
条
第
八
十
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
法
的
又
は
経
済
的
に
同

順
位
で
あ
る
商
品
（
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
国
内
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制

対
象
会
社
の
同
順
位
商
品
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
に
係
る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構

築
力
に
係
る
最
低
基
準
の
適
用
日
（
以
下
「
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
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当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
に
お
い
て
保
有
し
、
か
つ
、
そ
の
保
有
を
継
続
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

規
制
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
労
金
告
示
第
四
十
七
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適

用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
（
新
労
金
告
示
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
国
内
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
の
同
順
位
商
品
の
う
ち
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
に
係
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適

用
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
に
お
い
て
保
有
し
、
か
つ
、
そ
の
保
有
を
継
続
し

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
労
金
告
示

第
百
五
十
四
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
に
お
け
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す

る
経
過
措
置
）

第
三
条

標
準
的
手
法
採
用
金
庫
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
十
年
が
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
日
に
お
い
て
保
有
し
、
か
つ
、
そ
の
保
有
を
継
続
し
て
い
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段

（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
り
、
新
労
金
告
示
第
四
十
七
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
を
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適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

償
還
期
限
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
償
還
期
限
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
く
な
っ
た
も
の

二

規
制
金
融
機
関
（
新
労
金
告
示
第
一
条
第
三
十
六
号
の
二
イ

に
規
定
す
る
規
制
金
融
機
関
を
い
う
。
）
に
適
用
さ
れ

る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築
力
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
又
は
こ
れ
と
類
似
の
基
準
に
お
い
て
、

そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
に
相
当
す
る
も
の

三

新
労
金
告
示
第
一
条
第
八
十
三
号
に
規
定
す
る
特
例
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段

四

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

２

内
部
格
付
手
法
採
用
金
庫
は
、
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
日
に
お
い
て
保
有
し
、

か
つ
、
そ
の
保
有
を
継
続
し
て
い
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
に
限
り
、
新
労
金
告
示
第
百
五
十
四
条
の
四
の
二
第

二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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